
2026 年 5 月 7日 

東京リーガルマインド 税理士事業本部 

お問合せ：LECコールセンター ナビダイヤル 0570－064－464 

（月～金9:30～19:30／土日祝10:00～18:00） 

※ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙは、通話料はお客様のご負担となります。 ※PHS・IP 電話からはご利用できません。 

2026年度 LEC税理士講座 

所得税法受講生の皆様へ 

LEC東京リーガルマインド 

税理士事業本部  

 

実力確認テスト２ 訂正のお知らせ 

 

表題の教材につきまして、下記のとおり訂正がございますので、ご連絡差し上げます。受講生の

皆様にご迷惑をお掛けしましたことを、深くお詫び申し上げます。 

 

■実力確認テスト２ 解答解説冊子＜HU26466＞ 

頁 訂正箇所 誤 正 

６ 
雑所得 計算過程 

⑵ 公的年金等控除額 
1,100,000 955,750 

同上 同上 ∴1,100,000 
∴2,723,000×25％＋

275,000＝955,750 

 

※本ご案内の２枚目以降と差替えて頂きますようお願い申し上げます。 
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３．青色申告特別控除  １．－２．＞650,000     

∴  650,000(e-Tax)１ 

  ４．不動産所得の金額  １．－２．－３．＝7,066,000      

  （３点） 

一 時 所 得 680,000１ １．総収入金額    8,500,000１ 

  ２．支出した金額   7,320,000 

  ３．特別控除      １．－２．＞500,000    ∴  500,000１ 

  ４．一時所得の金額   １．－２．－３．＝680,000 

  （３点） 

雑 所 得 1,767,250 １．公的年金等に係るもの 

    ⑴  収入金額  2,723,000 

    ⑵  公的年金等控除額  955,750 

  ※判定上の合計所得金額＝8,716,430≦1,000 万 

  ∴2,723,000×25％＋275,000＝955,750（やり方１） 

    ⑶ ⑴－⑵＝1,767,250 

  （１点） 

譲 渡 所 得 金 額  １．分離長期 

（分 離 長 期） 164,240 敷地 7,000,000－4,100,000＝2,900,000１ 

  ２．分離短期 

  別荘 2,950,000－5,685,760※＝△2,735,760１ 

  ※22 年×1.5＝33 年（0.031） 

  ※3 年 11 月→4 年 

   ※6,400,000－6,400,000×0.9×0.031×4 年＝5,685,760 

  ３．内部通算 

   2,900,000－2,735,760＝164,240（長期）１ 

  （３点） 

   

Ⅱ 課税標準の計算  （単位：円） 

項 目 金 額 計 算 の 過 程 

総 所 得 金 額 10,319,440   
954,490＋191,700＋7,066,000＋1,767,250＋680,000×1/2１ 

＝10,319,440 

長 期 譲 渡 所 得 金 額 164,240   ※公的年金等控除額の判定額 

   10,483,680－1,767,250＝8,716,430 

合 計 10,483,680   （１点） 
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Ⅲ 所得控除額の計算  （単位：円） 

項 目 金 額 計 算 の 過 程 

社 会 保 険 料 控 除 1,222,600 １ 

1,142,600＋80,000＝1,222,600 円 

※長男の社会保険料は支払った時点で同一生計かどうかで 

判断する。 

生 命 保 険 料 控 除 32,500 １ 50,000×1/4＋20,000＝32,500 

小規模企業共済等掛金控除 135,600 １ 24,000＋111,600＝135,600 

医 療 費 控 除 290,000 １ ⑴  260,000＋330,000－200,000＝390,000 

  ⑵  10,483,680×5％＝524,184１＞100,000    ∴  100,000 

  ⑴－⑵＝290,000 

障 害 者 控 除  0   妻  所得なし、同一生計配偶者 

  
   身体障害者 7 級は障害者手帳の交付対象外のため、 

控除対象とならない。 

  母  扶養親族とならないため対象外 

  （参考） 

  

障害者控除の要件として、身体障害者については身体障害者手

帳に記載された者が控除対象となる。（所令 10①）身体障害者

手帳は 6 級から交付されるため、7 級は対象外となる。 

配 偶 者 控 除 0 １ 所得なし  甲の合計所得金額＞10,000,000 ∴  非該当 

扶 養 控 除 0 １ 長男 青色事業専従者 ∴非該当 

  
母  1,700,000－1,100,000＝600,000１＞580,000   

∴非該当 

  弟  別生計 ∴非該当 

基 礎 控 除 580,000       655 万＜10,483,680≦2,350 万 ∴580,000 

合 計 2,260,700    （８点） 

   

Ⅳ 課税所得金額の計算 （単位：円） 

項 目 金 額 計 算 の 過 程 

①課税総所得金額 8,058,000   10,319,440－2,260,700＝8,058,740 →8,058,000 

②課税長期譲渡所得金額 164,000１  

  (各千円未満切捨)１    （２点） 
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Ⅴ 納付税額の計算  （単位：円） 

項 目 金 額 計 算 の 過 程 

① に 対 す る 税 額 1,184,220    8,058,000×23％－636,000＝1,217,340 

② に 対 す る 税 額 24,600   164,000×15％＝24,600１ 

算 出 税 額 ( 計 ) 1,241,940     

( 税 額 控 除 等 )   

配 当 控 除 19,170 １ 8,058,000＋164,000＝8,222,000≦10,000,000    ∴  10％１ 

  191,700×10％＝19,170 

基 準 所 得 税 額 1,222,770    1,241,940－19,170＝1,222,770 

復 興 特 別 所 得 税 額 25,678    1,222,770×2.1％１＝25,678 

源 泉 徴 収 税 額 88,976 １ 280,000×20.42％＋31,800＝88,976 

申 告 納 税 額 1,159,400    
1,222,770＋25,678－88,976＝1,159,472  

→1,159,400(百円未満切捨)１ 

  （６点） 

 


